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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年２月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年６月６日 ０２時３９分ごろ 

発生場所 石川県珠洲
す ず

市禄剛
ろっこう

埼北東方沖 

禄剛埼灯台から真方位０３６°３.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°３４.７′ 東経１３７°２２.３′） 

事故の概要  セメント運搬船MONTOK
モ ン ト ク

及び油タンカー 昭
しょう

晴
せい

丸は、共に東北東進

中、両船が衝突した。 

 MONTOKは、機関士が負傷し、右舷船尾部に破口等を生じ、また、昭

晴丸は、船首部に圧壊等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年６月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ セメント運搬船 MONTOK（インドネシア共和国籍）、７,３２０ト

ン 

９２９０２１８（ＩＭＯ番号）、PT.TRANSPORTASI CURAH 

INDONESIA 

   １１１.２９ｍ×１９.６０ｍ×１３.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,９００kＷ、２００３年１１月 

Ｂ 油タンカー 昭晴丸、３,７５３トン 

   １３５９９５、大洋開發株式会社、佐藤國汽船株式会社、千代

田内航汽船株式会社 

   １０４.９３ｍ×１６.００ｍ×８.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,９００kＷ、平成１４年９月１２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（インドネシア共和国籍） 男性 ４７歳 

   一級航海士免状（インドネシア共和国発給） 

   交付年月日 ２０１４年１１月１８日 

航海士Ａ（インドネシア共和国籍） 男性 ４３歳 

   二級航海士免状（インドネシア共和国発給） 

交付年月日 ２０１５年１１月５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５３歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成９年５月２９日 
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    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１２月１３日 

    免状有効期間満了日 平成３４年５月２８日 

  航海士Ｂ 男性 ２８歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２１年１１月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年９月２５日 

    免状有効期間満了日 平成３１年１１月２６日 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（機関士） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部に破口、亀裂等 

Ｂ 船首部に圧壊、球状船首部に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１７人（全員インドネシア共和国

籍）が乗り組み、航海灯を点灯し、空船状態で、航海士Ａ及び甲板手

が船橋当直につき、約０７４°（真方位、以下同じ。）の針路、約１

１.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、新潟県糸魚川

市姫川港に向け、石川県能登半島北方沖を、自動操舵で航行してい

た。 

航海士Ａは、珠洲市鞍
くら

埼北東方沖を東北東進中、平成２９年６月６

日０２時００分ごろ６Ｍレンジとしたレーダーにより、右舷船尾方約

２Ｍに同航するＢ船を探知し、ＡＲＰＡ（自動衝突予防援助装置）機

能でＢ船が約１３knの速力であることを知った。 

 Ａ船は、航海士Ａが、音楽を聴きながら当直に当たり、禄剛埼北東

方沖の転針地点に至り、右舷船尾方を航行するＢ船がＡ船と速力差が

それほど大きくなく、初認したとき約２Ｍ離れていたので、まだ遠く

にいるものと思い、舵輪の右側に立ち、手動操舵に切り替え、石川県

小木港南方海域に向けて右舵１０°を取って右転していたところ、右

舷船首方至近にＢ船を認め、衝突の危険を感じ、左舵を取ったもの

の、０２時３９分ごろその右舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、自室で休んでいたところ衝撃を感じて昇橋し、本事故の

発生を知り、乗組員の安否及び損傷状況を調査したところ、乗組員１

人が衝突の衝撃で椅子から落下して負傷していること並びに右舷船尾

部に破口及び亀裂をそれぞれ生じ、機関室が浸水して主機等が停止し

ていることを知り、海上保安庁に本事故及び負傷者の発生を通報し

た。 

負傷した乗組員は、海上保安庁のヘリコプタで病院に搬送され、右

鎖骨骨折、後頭部挫傷、左手背挫傷と診断されたものの、翌日から船

内で軽作業に従事した。 

Ａ船は、海上保安庁の指示で付近の海域に錨泊し、後日、えい
．．

航さ
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れ、新潟県上越市直江津港に入港して仮修理が行われた。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか９人が乗り組み、灯油約１,５０

０kℓを積載し、航海士Ｂ及び他の航海士１人が船橋当直につき、約０

７２°の針路、約１４.３knの速力で、能登半島北方沖を新潟県新潟

港に向けて航行していた。 

 航海士Ｂは、操舵室前面で見張りに当たっていたところ、左舷船首

方にＡ船の灯火を視認し、レーダーのＡＲＰＡ機能により、Ｂ船より

速力が遅い同航船であることを知り、Ａ船のコンパス方位に変化があ

ることを認めた。 

航海士Ｂは、禄剛埼北西方沖に至り、０２時１７分ごろ針路を０７

７°に転じ、その後、一緒に入直した航海士を機関室及び居住区の巡

視に行かせて単独で船橋当直について見張りに当たっていたところ、

Ａ船が同埼を通過しても針路を転じることなく東北東進していたの

で、しばらく同じ針路で航行するものと思い、海図室に入り、同室に

置いていた航海日誌に禄剛埼転針記事の記載を行った。 

 Ｂ船は、航海士Ｂが、記載を終え、操舵室に出たところ、船首方至

近にＡ船を認め、機関を止めて左舵一杯を取ろうとしたが、Ａ船と衝

突した。 

 船長Ｂは、自室で休んでいたところ衝撃で目が覚め、昇橋して本事

故の発生を知り、乗組員の安否及び損傷状況を調査したところ、船首

部が圧壊していることを知り、海上保安庁に本事故の発生を通報し

た。 

 Ｂ船は、Ａ船の近くで漂泊してＡ船を監視し、巡視船が到着した

後、海上保安庁の指示で、石川県七尾市七尾港に入港した。 

（付図１ 航行経路図、付図２ 航行経路図（拡大）、付表１ Ａ船

のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１   

Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状況、写真３ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、喫水が船首約４.０９ｍ、船尾約５.２３ｍであった。 

 Ａ船は、禄剛埼沖で針路を転じた後、小木港南方沖約４Ｍの海域で

時間調整のため、漂泊する予定であった。 

 Ｂ船は、喫水が船首約４.３０ｍ、船尾約６.０５ｍであった。 

 航海士Ａは、２００３年頃からインドネシア共和国内を航海する船

舶に乗り組んでおり、日本沿岸の航海は本事故時が初めてであった。 

 航海士Ａは、Ｂ船を初認したとき、約２Ｍ離れていたので、しばら

く接近することはないものと思い、衝突直前までＢ船の動静を監視し

ていなかった。 

 航海士Ｂは、ふだんから転針地点を航過した後に海図室に入り、航

海日誌に転針記事を記載しており、その際、周囲に航行の支障となる

船舶がいないことを確認していた。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、禄剛埼北東方沖を東北東進中、航海士Ａが、転針地点に至

って右転する際、Ｂ船がまだ遠くにいるものと思い、右舷後方の見張

りを行っていなかったことから、Ｂ船が右舷後方至近に接近している

ことに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、禄剛埼北東方沖を東北東進中、航海士Ｂが、Ａ船がしばら

く同じ針路で航行するものと思い、見張りを行っていなかったことか

ら、Ａ船が右転していることに気付かず航行し、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

航海士Ｂは、Ａ船が禄剛埼を通過しても針路を転じることなく東北

東進していたことから、しばらく同じ針路で航行すると思ったものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、禄剛埼北東方沖において、Ａ船及びＢ船が共に東

北東進中、航海士Ａが、転針地点に至って右転する際、右舷後方の見

張りを行っておらず、また、航海士Ｂが、見張りを行っていなかった

ため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船橋当直に当たる者は、周囲の船舶に目を配るなど、常時適切な

見張りを行うこと。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 航行経路図（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年６月６日 

 ０２時３９分ごろ発生） 

Ａ船 

Ｂ船 

Ｂ船 

Ａ船 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首

方位は真方位である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 　 　

北　緯 東　経

(時：分：秒) （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

 02:24:50 37-34-21.8 137-19-22.8 074 073 11.6
 02:25:29 37-34-23.8 137-19-31.5 075 073 11.6
 02:25:59 37-34-25.4 137-19-39.1 074 072 11.7
 02:26:29 37-34-26.9 137-19-45.7 073 072 11.7
 02:26:59 37-34-28.6 137-19-53.0 073 072 11.7
 02:27:29 37-34-30.2 137-19-59.9 074 072 11.7
 02:27:59 37-34-31.9 137-20-07.5 074 072 11.7
 02:28:09 37-34-32.5 137-20-10.1 074 072 11.7
 02:28:29 37-34-33.3 137-20-13.9 074 073 11.7
 02:28:59 37-34-35.0 137-20-21.5 075 073 11.8
 02:29:29 37-34-36.4 137-20-28.5 075 073 11.8
 02:29:59 37-34-38.0 137-20-36.1 074 072 11.7
 02:30:29 37-34-39.5 137-20-42.5 074 072 11.7
 02:30:59 37-34-41.3 137-20-50.1 073 070 11.7
 02:31:29 37-34-43.0 137-20-56.9 072 070 11.7
 02:31:59 37-34-45.0 137-21-04.4 072 069 11.8
 02:32:29 37-34-46.7 137-21-10.7 071 068 11.7
 02:32:59 37-34-48.8 137-21-18.2 070 067 11.7
 02:33:29 37-34-50.8 137-21-24.9 069 068 11.7
 02:33:59 37-34-52.9 137-21-32.4 070 069 11.7
 02:34:29 37-34-54.7 137-21-38.7 071 068 11.8
 02:34:59 37-34-56.7 137-21-46.2 071 068 11.8
 02:35:20 37-34-58.2 137-21-51.4 070 071 11.8
 02:35:59 37-35-00.2 137-22-00.7 076 093 11.8
 02:36:25 37-34-59.9 137-22-07.1 090 118 11.2
 02:36:59 37-34-57.2 137-22-13.1 117 157 10.1
 02:37:30 37-34-53.2 137-22-15.4 152 174 8.6
 02:37:59 37-34-48.4 137-22-16.3 168 170 8.9
 02:38:30 37-34-43.4 137-22-17.8 164 159 9.6
 02:38:59 37-34-40.4 137-22-21.7 140 - 9.0
 02:39:30 37-34-38.8 137-22-23.2 139 - 5.0
 02:39:59 37-34-37.6 137-22-25.1 130 - 3.9
 02:40:10 37-34-37.2 137-22-25.9 127 - 3.8

船　　位
※

対地針路
※ 対地速力時　刻 船首方位

※
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北　緯 東　経

(時：分：秒) （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

02:28:01 37-34-10.3 137-19-05.5 078 077 14.2
02:28:31 37-34-11.8 137-19-14.6 078 077 14.3
02:29:01 37-34-13.4 137-19-23.9 078 077 14.3
02:29:31 37-34-14.9 137-19-32.5 077 076 14.3
02:30:01 37-34-16.3 137-19-40.4 077 077 14.3
02:30:31 37-34-18.0 137-19-50.2 078 077 14.4
02:31:01 37-34-19.6 137-19-59.3 077 077 14.4
02:31:31 37-34-21.0 137-20-08.0 077 077 14.4
02:32:00 37-34-22.5 137-20-16.3 077 077 14.5
02:32:31 37-34-24.1 137-20-25.5 077 077 14.5
02:33:00 37-34-25.5 137-20-33.5 078 077 14.5
02:34:00 37-34-28.7 137-20-52.1 078 077 14.5
02:34:31 37-34-30.4 137-21-01.7 077 077 14.5
02:35:00 37-34-31.6 137-21-09.8 078 077 14.6
02:35:31 37-34-33.4 137-21-20.0 078 077 14.6
02:36:00 37-34-34.6 137-21-27.8 079 077 14.6
02:36:31 37-34-36.2 137-21-37.4 078 077 14.5
02:37:00 37-34-37.6 137-21-45.8 078 077 14.6
02:37:31 37-34-39.2 137-21-55.4 078 077 14.6
02:38:00 37-34-40.7 137-22-04.1 077 077 14.7
02:38:31 37-34-42.2 137-22-13.2 077 077 14.7
02:39:00 37-34-42.6 137-22-18.7 086 112 8.4
02:39:31 37-34-40.6 137-22-21.0 121 120 5.2
02:40:00 37-34-38.8 137-22-23.8 125 114 6.0
02:40:31 37-34-37.5 137-22-27.4 118 107 5.9
02:41:00 37-34-36.4 137-22-30.3 113 097 5.4

船　　位
※

対地針路
※ 対地速力時　刻 船首方位

※

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首

方位は真方位である。 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

破口 
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               写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船首部圧壊 


